
広告画面およびクリック先のサイト画面

実際に掲載した広告およびクリック先の画面が確認できる資料
（例）画面のスクリーンショット

PO I N T
掲載したものが、補助対象となる内容であるかを、以下で確
認します。

ウェブサイト関連費＞クリック課金広告の運用（自社で実施）＞成果物

① 広告の掲載画面が
確認できますか。

② クリック先のサイト
画面が確認できますか。

③ クリック先のサイ
トは補助事業者のサイ
トであることが確認で
きますか。

広告画面

クリック先のサイト画面

補助事業者のホームページや
ECサイトなど。
※URLもお知らせください。

≪ご注意≫
• 広告画面およびクリック先のサイト画面の両方をご
提出いただけない場合は補助対象外となります。

• 広告画面（①）を保存し忘れないよう、ご注意くだ
さい。

④ 商品サービスの販路
開拓につながることが
確認できますか。
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